
　（歳入）地方消費税交付金

　　（地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の115第２項の規定により，人口に応じて按分して交付を受ける額）

　（歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（うち一般財源）

○社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他
引上げ分の
地方消費税

交付金
その他

社会福祉費 76,572 14,707 0 4,160 6,100 51,605

援護費 1,735,542 1,252,344 0 0 51,200 431,998

高齢者福祉費 387,344 10,238 0 62,656 33,300 281,150

児童福祉費 5,930,737 3,240,175 43,800 288,705 249,600 2,108,457

生活保護費 883,337 647,623 0 1 25,000 210,713

地方公務員共済組合負担金
（基礎年金拠出金及び育児休業手当
金に係るものに限る）

167,481 0 0 0 17,700 149,781

小計 9,181,013 5,165,087 43,800 355,522 382,900 3,233,704

国民健康保険事業
（事務費に係るものを除く）

498,159 323,250 0 0 18,500 156,409

後期高齢者医療
（事務費に係るものを除く）

1,210,361 175,399 0 0 109,600 925,362

介護保険事業
（事務費に係るものを除く）

1,194,838 9,876 0 0 125,500 1,059,462

小計 2,903,358 508,525 0 0 253,600 2,141,233

医療福祉費 680,000 170,850 0 38,710 49,800 420,640

保健衛生費 622,453 15,103 0 41,513 59,900 505,937

病院事業交付金
（建設改良及び共済追加費用に係る
ものを除く）

224,910 0 0 0 23,800 201,110

小計 1,527,363 185,953 0 80,223 133,500 1,127,687

13,611,734 5,859,565 43,800 435,745 770,000 6,502,624

特定財源 一般財源

7,272,624 千円
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合計

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費
その他社会保障施策に要する経費

770,000 千円

13,611,734 千円

事　業　名 予算額

財源内訳


